
愛 媛 県 報

１０１１

規 則

�愛媛県規則第３９号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１５

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１６号から第２３号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�～� 省略

� 企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課スマート行政

情報グループ担当係長（スマート行政推進課長が指定した者に

限る。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１４

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１５号から第２２号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、職員に任命されてい

るものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略
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告 示

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

 出納局の会計課長に委任させる事務は、本庁各課及び地方機

関に属する会計事務のうち、次に掲げるもの（第１５号に掲げる

会計事務を除く。）とする。

ア～ウ 省略

�～� 省略

� 企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課スマート行政

情報グループ担当係長（スマート行政推進課長が指定した者に

限る。）に委任させる事務は、本庁各課又は地方機関に属する

会計事務のうち、スマート行政推進課が指定納付受託者に納付

させる手数料等の収納及び保管に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１８号及び第２０号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

２ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１２５５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

 出納局の会計課長に委任させる事務は、本庁各課及び地方機

関に属する会計事務のうち、次に掲げるもの（第１４号に掲げる

会計事務を除く。）とする。

ア～ウ 省略

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 警察本部の会計課長に委任させる事務は、警察本部に属する

会計事務のうち、次に掲げるもの（次号、第１７号及び第１９号に

掲げる会計事務を除く。）とする。

ア・イ 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略
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�������
�愛媛県告示第１２５７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２５９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（航空重量測量）

２ 作業期間 令和３年４月１日から

令和４年３月２５日まで

３ 作業地域 県内全域

�愛媛県告示第１２５６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

グリーンモール・松山 松山市天山一丁目１３
番５号

大規模小売店舗において小売
業を行う者

イオンリテール株式
会社
ほか１２者

イオンリテール株式
会社
ほか１１者

令和４年
８月１日
ほか

令和４年
１２月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

うわじま薬局 宇和島市堀端町１－１８ 株式会社ファブール
東京都品川区北品川５丁
目３番１号 パークシテ
ィ大崎ザタワー２９Ｆ１３号

代表取締役
玉 田 尚

精神通院医療（薬
局）

令和４年
１２月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

一般社団法人 松山市医
師会

松山市藤原２丁目４番７０
号

会長
矢 野 誠

訪問看護ステーション松
山市医師会

松山市柳井町２丁目８５番
地 精神通院医療 令和４年

１２月１日

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

あいある訪問看
護ステーション

松山市桑原６丁
目４番２５号

松山市西石井２
丁目１０番２号 精神通院医療 令和４年

１１月１７日
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�愛媛県告示第１２６０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（時空間変位確定測量）

２ 作業期間 令和４年１月１日から

３月３１日まで

３ 作業地域 県内全域

�������
�愛媛県告示第１２６１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（国土広域情報修正）

２ 作業期間 令和３年４月１日から

令和４年３月３１日まで

３ 作業地域 県内全域

�������
�愛媛県告示第１２６２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

２ 作業期間 令和３年４月１日から

令和４年３月３１日まで

３ 作業地域 県内全域

�������
�愛媛県告示第１２６３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和３年１０月１１日から

令和４年３月１６日まで

３ 作業地域 松山市東垣生町

�������
�愛媛県告示第１２６４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和３年９月７日から

令和４年３月１５日まで

３ 作業地域 西条市小松町 地内

�愛媛県告示第１２６５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和３年２月１５日から

令和４年３月１８日まで

３ 作業地域 松山市北土居三丁目 地内

�������
�愛媛県告示第１２６６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和３年２月１５日から

令和４年３月１１日まで

３ 作業地域 松山市北土居三丁目 地内

�������
�愛媛県告示第１２６７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（道路現況平面図作成）

２ 作業期間 令和３年８月２７日から

令和４年３月２５日まで

３ 作業地域 松山市の一部

�������
�愛媛県告示第１２６８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（既成図数値化）

２ 作業期間 令和３年８月２７日から

令和４年３月２５日まで

３ 作業地域 松山市の一部

�������
�愛媛県告示第１２６９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）
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２ 作業期間 令和３年２月１１日から

令和４年３月２４日まで

３ 作業地域 新居浜市光明寺一丁目

�������
�愛媛県告示第１２７０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値地形図データ新規作成）

２ 作業期間 令和４年４月１８日から

６月３０日まで

３ 作業地域 松山市北西部

�������
�愛媛県告示第１２７１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、四国山地砂防事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和４年５月２日から

７月２０日まで

３ 作業地域 東温市則之内

�������
�愛媛県告示第１２７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

西条市船屋土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を令和４年１２月７日認可した。

令和４年１２月１６日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�������
�愛媛県告示第１２７３号
西条市神拝土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和４年１２月１６日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 西条市神拝土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書

の写し

� 西条市神拝土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

令和４年１２月２１日から令和５年１月２４日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�愛媛県告示第１２７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年１２月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年１２月１６日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第１２７６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和４年１２月１６日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 蕪崎土居線
四国中央市土居町土居２６３０番１０地先から

同町中村６４０番６地先まで

旧 ８．５～２０．８
１０．３～４８．１

０．４０５
０．３９０

新 １０．３～４８．１ ０．３９０

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第３６号

令和４年１２月８日
東温市下林字片山甲２３４２番１

東温市下林甲２３４２番地

小 山 憲 二
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公安委員会規則

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第９６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和４年１２月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１３１，３２４

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，６２７

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４１，４１６

�愛媛県公安委員会規則第８号
愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年１２月１６日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（令和３年愛媛県公安委員会規則第８号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和５年１月４日から施行する。

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ＮＯＡＨ ケアサポートセンターあいび～ 愛媛県宇和島市津島町近家甲９８４番地 令和４年１０月１日 訪問介護

合同会社Ｋｕｕｍａ 訪問介護事業所Ｋｕｕｍａ 愛媛県大洲市若宮４８３番地コスモポリ
タン中野Ｎｏ．１．４Ｆ 令和４年１０月１日 訪問介護

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

法令等 規定 法令等 規定

省略 省略

警備業法（昭和４７年 法 律 第

１１７号）

第９条（警備業者が、その主

たる営業所の所在する都道府

県以外の都道府県の区域内で

警備業務（内閣府令で定める

ものを除く。）を行おうとす

るときの届出に限る。）、第

１０条第１項、第１６条第２項及

び第３項並びに第１７条第２項

警備業法（昭和４７年 法 律 第

１１７号）

第１０条第１項

、第１６条第２項及

び第３項並びに第１７条第２項

自動車運転代行業の業務の適

正化に関する法律（平成１３年

法律第５７号）

第８条第１項

省略 省略

道路交通法施行規則（昭和３５

年総理府令第６０号）

第５条第１項、第８条第１項

及び第８条の５第１項

道路交通法施行規則（昭和３５

年総理府令第６０号）

第５条第１項及び第８条第１

項

省略 省略
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２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，８９５ １４，２９９

南 宇 和 郡 １７，６８３ ５，８９５

松山市・上浮穴郡 ４３２，２５８ １３８，７１０

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３４，５６２ ４４，８５４

宇和島市・北宇和郡 ７３，１１７ ２４，３７３

八幡浜市・西宇和郡 ３５，１０８ １１，７０３

新 居 浜 市 ９７，４５６ ３２，４８６

西 条 市 ８９，２３０ ２９，７４４

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４８，４５３ １６，１５１

伊 予 市 ３０，４８１ １０，１６１

四 国 中 央 市 ７１，２３６ ２３，７４６

西 予 市 ３０，７８０ １０，２６０

東 温 市 ２８，０６５ ９，３５５

令和４年１２月１６日 発行


